
平成３０年

第１回市議会定例会 議案第５６号

はこだてキッズプラザ条例の一部改正について

はこだてキッズプラザ条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成３０年２月２２日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

はこだてキッズプラザ条例の一部を改正する条例

はこだてキッズプラザ条例（平成２７年函館市条例第６２号）の一部

を次のように改正する。

別表 １の表中

「
個人 ３箇月券 ６箇月券

子ども ３００円（２５０円） ９００円 １，５００円
を

保護者
１００円（５０円） ３００円 ５００円

付添人
」

「
個人 ３箇月券 ６箇月券

子ども
３００円 ９００円 １，５００円

（２５０円) （８００円) (１，４００円) に

保護者 １００円 ３００円 ５００円

付添人 （５０円) （２００円) （４００円)
」

改める。

附 則

この条例は，平成３０年４月１日から施行する。



（提案理由）

３箇月券および６箇月券の共通利用券により児童遊戯施設およびはこ

だてみらい館を利用する場合の入場料を定めるため




